
質
疑
・
質
問
か
ら�

11
月
定
例
会
・
1
月
臨
時
会
に
お
け
る�

問慮
す
る
と
河
川
整
備
計
画
案
に
位

置
付
け
る
必
要
は
な
い
と
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
そ
の
真
意
を
伺
い
ま

す
。

大
戸
川
ダ
ム
に
つ
い
て

は
、
施
策
の
優
先
順
位
を
考

答

大
戸
川
ダ
ム
は
、
昨
年
９

月
の
京
都
府
の
検
討
報
告
書

に
お
い
て
も
、
現
時
点
で
緊
急
性

が
低
い
と
さ
れ
、
大
阪
府
も
共
通

の
認
識
で
す
。
下
流
２
府
の
負
担

が
見
込
ま
れ
な
い
中
で
、
滋
賀
県

が
下
流
２
府
の
負
担
を
肩
代
わ
り

し
て
ま
で
事
業
を
進
め
る
こ
と
は
、

県
民
の
理
解
が
得
ら
れ
な
い
と
考

え
ま
す
。

さ
ら
に
、
ダ
ム
は
自
然
環
境
へ

の
影
響
も
大
き
く
、
大
き
な
財
政

負
担
も
必
要
で
、
長
い
時
間
も
か

か
り
、
社
会
的
影
響
も
大
き
い
も

の
で
す
。
ダ
ム
に
依
存
し
な
い
流

域
治
水
を
徹
底
し
て
追
求
し
、
そ

れ
で
も
命
を
守
れ
な
い
場
合
に
の

み
ダ
ム
を
選
択
す
べ
き
で
あ
り
、

ダ
ム
は
最
後
の
手
段
で
す
。

淀
川
水
系
河
川
整
備
計
画

問内
示
で
は
、
大
戸
川
ダ
ム
関
連
事

業
の
県
道
大
津
信
楽
線
の
事
業
費

が
す
べ
て
カ
ッ
ト
さ
れ
ま
し
た
。

知
事
意
見
が
ま
だ
出
さ
れ
て
い
な

い
段
階
で
の
こ
の
方
針
に
つ
い
て
、

知
事
の
所
見
を
伺
い
ま
す
。

昨
年
12
月
20
日
に
公
表
さ

れ
た
財
務
省
の
次
年
度
予
算

答

県
道
大
津
信
楽
線
の
付
替

工
事
の
予
算
が
認
め
ら
れ
な

か
っ
た
こ
と
は
、
誠
に
憂
慮
す
べ

き
こ
と
で
す
。
こ
の
工
事
は
、
平

成
17
年
７
月
に
、
大
戸
川
ダ
ム
は

当
面
実
施
し
な
い
と
国
自
身
が
判

断
し
た
あ
と
も
予
算
が
認
め
ら

れ
、
実
施
さ
れ
て
き
た
経
緯
が
あ

り
ま
す
。

国
と
し
て
の
責
任
を
果
た
さ
ず
、

国
が
行
う
公
共
事
業
に
対
す
る
国

民
の
信
頼
も
損
な
う
も
の
と
懸
念

す
る
と
こ
ろ
で
す
。

県
道
大
津
信
楽
線
工
事
を
最
後

ま
で
予
算
措
置
を
し
て
早
急
に
実

施
し
、国
の
責
務
を
果
た
す
よ
う
、

昨
年
12
月
22
日
に
大
阪
府
、
京
都

府
、
滋
賀
県
の
３
知
事
連
名
で
、

国
土
交
通
大
臣
あ
て
、
要
請
書
を

提
出
し
た
と
こ
ろ
で
す
。

問改
修
に
よ
っ
て
洪
水
対
策
が
で
き

る
と
言
っ
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
ど

れ
く
ら
い
の
予
算
で
、
ど
の
程
度

の
安
全
度
を
確
保
で
き
る
の
か
伺

い
ま
す
。 知

事
は
、
大
戸
川
ダ
ム
を

つ
く
ら
な
く
て
も
大
戸
川
の

答

４
府
県
知
事
合
意
※
１
　
で
は
、

「
大
戸
川
下
流
部
の
河
道
改

修
の
必
要
性
は
共
通
の
理
解
」
と

問下
流
府
の
理
解
と
協
力
が
明
確
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
１
月
８
日
、
大

阪
府
、
京
都
府
両
知
事
に
大
戸
川

周
辺
を
案
内
さ
れ
た
際
、
ど
の
よ

う
な
支
援
を
両
府
か
ら
引
き
出
す

こ
と
が
で
き
た
の
か
伺
い
ま
す
。

大
戸
川
の
改
修
や
ダ
ム
関

連
事
業
の
推
進
に
不
可
欠
な

答

３
府
県
知
事
に
よ
る
現
地

視
察
に
お
い
て
は
、
県
道
大

津
信
楽
線
な
ど
の
関
連
事
業
に
つ

い
て
、
両
知
事
か
ら
「
負
担
金
は

下
流
に
も
当
然
支
払
う
責
任
が
あ

り
、
新
た
な
ル
ー
ル
づ
く
り
が
必

要
で
あ
る
」
等
の
発
言
が
あ
り
、

下
流
負
担
へ
の
理
解
は
、
よ
り
一

層
深
ま
っ
た
も
の
と
考
え
て
い
ま

す
。ま

た
、
大
戸
川
の
改
修
に
つ
い

て
も
、「
治
水
安
全
度
は
、
上
流

だ
け
に
犠
牲
を
負
わ
す
こ
と
は
で

き
な
い
」
等
の
発
言
が
あ
っ
た
と

こ
ろ
で
あ
り
、
大
津
信
楽
線
と
同

様
、
一
層
の
理
解
が
得
ら
れ
た
も

の
と
考
え
て
い
ま
す
。

問系
河
川
整
備
計
画
案
に
事
実
上
賛

成
で
し
た
。
市
町
の
願
い
は
、
淀

川
水
系
河
川
整
備
計
画
に
大
戸
川

ダ
ム
を
位
置
づ
け
る
よ
う
求
め
る

も
の
で
す
。

知
事
は
、
県
内
市
町
が
出
し
た

民
意
を
ど
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
て

い
る
の
か
伺
い
ま
す
。

市
町
へ
の
意
見
照
会
の
結

果
は
、
25
の
市
町
が
淀
川
水

答か
り
と
や
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
こ

と
で
す
。
命
と
財
産
を
守
り
、
壊

滅
的
な
被
害
を
防
ぐ
治
水
対
策
を

き
ち
ん
と
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
で
、

市
町
長
の
思
い
と
目
的
は
同
じ
で

あ
る
と
考
え
て
お
り
、
少
し
で
も

早
く
治
水
安
全
度
を
上
げ
る
た

め
、
ま
ず
河
川
改
修
を
進
め
る
こ

と
を
選
択
し
ま
し
た
。

市
町
と
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ

と
信
頼
関
係
は
極
め
て
重
要
で
あ

さ
れ
て
お
り
、
大
戸
川
の
治
水
対

策
は
下
流
の
宇
治
川
、
淀
川
の
治

水
安
全
レ
ベ
ル
を
考
慮
し
つ
つ
、

河
道
改
修
を
基
本
に
検
討
し
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
。
詳
細
は
、
今

後
、
県
が
策
定
す
る
河
川
整
備
計

画
で
検
討
し
ま
す
が
、
仮
に
、
５

５
０
„
／ｓ
の
河
川
改
修
を
実
施
す

る
場
合
は
、
そ
の
安
全
度
は
約
10

年
に
１
度
の
洪
水
に
対
応
し
、
全

体
の
事
業
費
は
お
お
む
ね
37
億
円

と
見
込
ん
で
い
ま
す
。

市
町
長
の
要
望
の
目
的
は
、

県
と
し
て
治
水
対
策
を
し
っ

会派別議員数
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用語解説 ※１ 「４府県知事合意」････国土交通省近畿地方整備局により、作成された淀川水系河川整備計画（案）が、平成20年６月20日に流域関係府県知事に意見照会されたことに対し、本県の意見が決定さ
れる過程において、11月11日に大阪府、京都府、三重県、滋賀県の４府県知事が合意事項をまとめたもの。

長浜城（長浜市）�

　国が策定する淀川水系河川整備計画に対し、河川法の規定に基づき、国土交通省から求め
られた知事意見については、大戸川ダムを同計画に位置付けないことの是非、関係府県知事
合意の意味、地元意見の反映、河川改修やダム関連事業の実現可能性、瀬田川洗堰の全閉解
消問題などについて、本会議や琵琶湖淀川水系問題対策特別委員会で長時間にわたり審議・
審査がなされ、賛成多数で可決しました。

　国庫補助・負担金の内定等により経費を精査し、残った財源を緊急に処理を要する事業に
振り向けるとともに、将来に備えるなどの措置を講じたことによって９億6,709万円を増額す
る一般会計の補正予算を可決しました。
　補正予算では、総合的な治山事業の推進を図り、県土の保全と森林の持つ公益的機能の向
上を図るための経費が計上されるとともに、新型インフルエンザ患者入院医療機関の設備整
備への補助金が増額されました。

　市町村合併の進展に伴い市町の基礎自治体としての機能が大幅に向上する中で、県と市町
との役割分担を踏まえ、「総合化から専門化へ」と県の総合地方機関のあり方が見直された結
果、地域振興局制度を廃止し、各行政分野ごとに単独事務所を設置する条例を可決しました。

　滋賀県議会は、11月定例会を平成20年11月28日から12月22日までの25日間の会期で開きましたが、
最終日に流会となり、改めて臨時会を１月９日から１月16日までの８日間の会期で開きました。
　11月定例会では、「淀川水系河川整備計画の策定についての意見」や「平成20年度一般会計
補正予算（第４号）」をはじめとする知事提出議案39件が提案され、淀川水系河川整備計画の
策定についての意見等については、集中審議も行われましたが、会期最終日に本会議が開らか
れず、９月定例会で継続審議とされていた「平成19年度一般会計および各特別会計歳入歳出決
算の認定議案」ほか３件を含め計43件の全議案が審議未了で廃案になりました。
　そのため、24名の議員から知事に臨時会の招集が請求され、１月臨時会で、再度、淀川水系
河川整備計画の策定についての意見をはじめとする知事提出議案43件や議員提出議案が上程さ
れました。これらの審議を行った結果、いずれも原案どおり可決、承認または認定しました。

●淀川水系河川整備計画の策定に関する知事意見を可決�

●平成20年度一般会計補正予算を可決�

●地域振興局制度の廃止を可決�

平成21年（2009年）２月15日（日）


